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令和６年度会計監査実施結果について 

  

１　実施期間 

 　　令和６年５月13日から令和７年１月29日までの間

 

２　重点項目及び対象部署 

　　「契約」及び「捜査費の執行」を重点項目とし、87部署に対して実施し

　た。 

 

３　実施結果 

　⑴　会計監査 

　　ア　指示事項　０件（前年度比±０件） 

　　イ　指導事項　４件（前年度比＋２件）　　　　　　 

 　　(ｱ)　物品の賃貸借契約において、一般競争入札に付すべきところ、契

 　　　　約を分割し、随意契約としていた。

 　　(ｲ)　物品の購入契約において、一般競争入札に付すべきところ、契

 　　　　約を分割し、随意契約としていた。

 　　(ｳ)　捜査費の取扱いにおいて、必要な書類を作成せずに捜査諸雑費

　　　　を交付するなど、不適切な取扱いが認められた。 

 　　(ｴ)　旅費の支給手続において、旅行終了から支給まで３か月以上を要

　　　　する遅延が多数認められた。 

　　 　※　指示事項：会計監査の結果に基づき、部署に対し改善等を指示し、これに基づい

　　　　　　　　　 て講じた措置について報告を求めるもの。 

　　　 ※　指導事項：会計監査の結果に基づき、部署自ら改善等を講ずるよう指導するもの。 

 

 　⑵　不適正な経理処理に係る自主調査実施部署に対する確認監査

　　　２府県警察において発生した捜査費の横領等事案について、当該部署

　　が実施した自主調査結果について、確認監査を行ったところ、これらの

　　自主調査結果と異なる事実は認められず、また、再発防止対策が推進さ

 　　れていることを確認した。

 

４　令和７年度の会計監査 

　　令和７年度は、令和６年度の監査結果等を踏まえ、93部署に対する会

　計監査を予定している。
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１  はじめに 

  (1) 警察の予算 

　　　警察組織が警察庁及び管区警察局等の国の機関と都道府県警察で構成されているよ

　　うに、警察予算も国の予算に計上されている警察庁予算と、都道府県の予算に計上さ

　　れている都道府県警察費予算とで構成されている。 

　　  警察庁予算は国費と補助金で構成されており、国費については警察庁等の国の機関

　  に要する経費に充てられることはもちろんであるが、警察法（昭和29年法律第162号）

    第37条第１項の規定により、都道府県警察に要する経費についても充てられる。 

また、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内

　  において国がその一部を補助することとされており（同条第３項）、当該補助金は、

　　警察庁（長官）から都道府県（知事）へ交付され、都道府県では交付を受けた補助金

　　を財源に補助対象事業に係る予算を計上している。 

　　  これに加え、都道府県では、地方交付税交付金、地方税等を財源に単独事業等に係

　  る予算を計上している。 

 

　(2) 会計監査（検査）              

       国の会計監査を大別すると、外部監査と内部監査に区分される。

　　　国費関係では、外部監査の代表としては会計検査院の検査、内部監査の代表として

 　　は警察庁による監査がある。

       また、都道府県費関係では、監査委員による監査等がある。

  　　会計監査は、警察の会計経理の適正を期することを目的に、会計経理と予算執行に

 関する業務を対象として実施している。

 

　(3) 警察における会計監査  

  警察庁では、会計の監査に関する規則（平成16年国家公安委員会規則第９号。以下

「規則」という。）において、警察庁及び都道府県警察が実施する会計の監査に関し

 必要な事項を定めており、具体的には、

  ○　会計監査実施計画の作成（第２条） 

      ○　会計監査実施計画又は随時の監査の実施（第３条） 

    　○　会計監査における留意事項（第４条） 

    　○　会計監査対象部署に対する説明若しくは資料の提出又は職員の出頭の要求（第
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        ５条） 

      ○　公安委員会に対する会計監査実施状況の報告（第６条） 

    　○　会計監査の結果に基づく必要な措置の実施（第７条） 

　　等について規定を設けている。 

　　　また、会計監査を具体的に実施するため、警察庁及び都道府県警察は、訓令や会計

    監査規程等で必要な事項を定めている。 

    　警察庁が実施する会計監査では、警察庁の行う会計の監査に関する訓令（平成16年

    警察庁訓令第８号。以下「訓令」という。）に基づき、会計監査責任者である警察庁

　　長官と管区警察局長が会計監査の重点項目等を協議の上で会計監査計画を作成して実

　　施しており、会計監査の実施状況については、警察庁長官は、警察庁が実施した状況

　　と管区警察局長が実施した状況を取りまとめ、４月末日までに国家公安委員会に報告

　　するものとしている。 

 

２　令和６年度会計監査実施の概要 

  (1) 目的及び対象範囲 

      会計監査は、警察の会計経理の適正を期することを目的に、会計経理と予算執行に

関する業務を対象として実施し、契約、捜査費、旅費、物品管理など会計担当課以外

 の原課が行う予算執行等に関する業務についても対象とした。

　　　なお、対象経費は、国費及び都道府県費（国庫補助対象分）とし、必要に応じて、

 都道府県単独事業分の都道府県費についても対象とした。

 

  (2) 対象年度  

      令和５年度を対象として、執行状況等の内容によっては、必要に応じ令和６年度及

び令和４年度以前の年度についても対象とした。 

 　【令和５年度警察庁支出済歳出額】

   　　　  一般会計　　　　　　　　　約3,319億5,753万円

 　　　　　特別会計    

 　  　　　　　交付税及び譲与税配付金　  約2億3,139万円

　　  　　　　東日本大震災復興　　　　  約2億9,207万円
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　(3) 実施期間 

令和６年５月13日（月）から令和７年１月29日（水）まで 

 

  (4) 対象部署 

規則第２条並びに訓令第３条及び第４条の規定に基づき作成した令和６年度会計

監査実施計画に沿って実施した。 

会計監査責任者別の対象部署は別表のとおりであり、令和６年度中は、全対象

119部署のうち87部署（警察庁内部部局、３附属機関、７管区警察局（四国警察支

局を含む。）、６管区警察学校、47都道府県情報通信部及び北海道の４方面情報通信

部、17都道府県警察及び北海道警察の２方面本部）に対して実施した。 

 

  (5) 観点及び着眼点 

       会計監査は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から、

    　 ○　予算執行の計数が正確に処理されているか

 　　　○　会計経理が予算や法令等に従って適正に処理されているか

 　　　○　事務・事業の遂行及び予算の執行が、より少ない費用で実施されているか

　　　○　業務の実施に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用

 　との対比で最大限の成果を得ているか

　　　○　事務・事業が所期の目的を達成し、効果を上げているか 

に着眼して行った。 

 

  (6) 重点項目 

会計監査の重点項目は、「契約」及び「捜査費の執行」とした。 

「契約」については、近年の厳しい財政状況を受けて政府が財政健全化のための取

組を実施中であることに鑑み、経済性及び効率性を主たる視点として統一的な監査を

実施するため重点とした。 

また、「捜査費の執行」については、近年における私的流用事案の発生を踏まえ、

 同種重大事案の再発防止を主たる目的とした監査を実施するため重点とした。

 

　(7) 実施方法

      会計監査は、会計経理の目的、内容等について多角的な観点で的確かつ厳正に、関

 係書類の確認、関係者に対する聞き取り等の方法により実施した。



（注1） 　「指示事項」は、訓令第９条（会計監査の結果に基づく措置）第１項により指示する事項

　　　　をいう。

（注2） 　「指導事項」は、訓令第９条第１項による指示によらずとも、自ら必要な措置を講じるよ

　　　　う指導することにより、改善を図ることができると認められる事項をいう。
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 　　　特に、重点項目については、次の方法により実施した。

　　ア　契約について 

　　　○　経済性及び効率性を主たる視点として、競争性を確保するための取組状況等に

ついて確認した。 

　　　○　物品購入等に係る契約については、「物品購入等に係る契約の適正確保の徹底

について」（令和６年３月１日付け警察庁丁会発第286号）等を踏まえた物品購入

等に係る契約の適正確保のための措置の推進状況について確認した。 

イ　捜査費の執行について 

      ○　捜査経験を有する警察官を含む体制で実施した。 

○　取扱者等に対しては、捜査費経理の制度及び手続等を熟知し、適時適切な捜査

費の執行について指示、指導及び執行結果の確認が行われているか、また、捜査

員等に対しては、自動車運転日誌等関係書類と照らし合わせるなどして具体的な

執行状況について確認するなど、適正な執行がなされているか、徹底した聞き取

りを実施した。 

 

３　会計監査実施結果 

　重点項目を含む各監査項目（契約、捜査費、旅費、物品管理等）についての監査を

 実施した結果、

　　　　指示事項（注1）　０件 

      　指導事項
（注2）

　４件（契約２件、捜査費１件、旅費１件） 

であった。 

　なお、当該部署において講じられた改善措置について報告を求める必要があるもの

を指示事項、また、報告は要しないが、自ら必要な措置として改善を図るものを指導

事項として分類している。 

  (1) 契約関係 

ア　会計監査実施状況 

物品購入等に係る契約については、契約の必要性、契約方法、予定価格の
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積算根拠等を関係文書で点検するとともに、担当職員からの聞き取り調査に

より、経理処理の取組状況を確認した。 

イ　会計監査実施結果に基づく措置 

 　  (ｱ)  指示事項 

 該当はなかった。

　　 (ｲ)  指導事項 

　　　　　次の２件が認められた。 

　　　　　○　物品の賃貸借契約において、一般競争入札に付すべきところ、契約を分割

し、随意契約としていた（北海道警察）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・・・【指導事項１】 

　　　　　○　物品の購入契約において、一般競争入札に付すべきところ、契約を分割し、

　　　　　　随意契約としていた（福岡県警察）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【指導事項２】 

 　　　　　指導事項の詳細については、別紙のとおりである。

 

  (2) 捜査費関係 

 ア  会計監査実施状況 

　　捜査費については、主に令和５年度における全国（53部署）の捜査費支出済額

 　である、

 　　　　　国費捜査費　　　　　約24億2,668万円

 　　　　　都道府県費捜査費　　約25億4,955万円

　のうち、21部署（警察庁内部部局、１管区警察局、17都道府県警察及び北海道警

 　察の２方面本部）における、

 　　　　　国費捜査費　　　　　約18億5,357万円

 　　　　　都道府県費捜査費　　約22億195万円

 　を対象に、次のとおり監査を実施した。

 (ｱ)　執行内容 

　 捜査費の執行内容について、 

 　○　現金出納簿、捜査費証拠書類等関係文書を点検 

   ○  関係文書の点検結果を踏まえ、捜査費を執行した具体的な状況等について、

　 　取扱者等の幹部職員及び捜査員からの聞き取り 

 　○  必要に応じ、執行の対象となっている店舗の所在調査 
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等の方法により確認した。 

(ｲ)　事務手続 

　取扱者等の幹部職員が実施する毎月の所要見込額の算定、取扱責任者への交付

額の申請から現金の受領、捜査員等への交付から執行後の精算までの各手続に関

し、 

  ○  取扱者等の幹部職員が、捜査費経理に関する必要な知識を有し、捜査員等

　に対して指示、指導等を適切に行っているか 

　○　取扱者等の幹部職員が、捜査費執行の必要性、妥当性について、責任を持

　って判断し、また、当該執行に関して捜査員等から執行時の状況の報告を求

　め、対面の上、十分に確認しているか 

　○  取扱者等の幹部職員及び捜査員が、捜査費執行の各段階において捜査費証

　拠書類を適切に作成しているか 

　○  取扱者等の幹部職員が、作成された捜査費証拠書類を自らの責任で点検し、

　決裁しているか 

などについて、聞き取り調査等により確認した。 

(ｳ)　現金等の管理 

　 取扱者等の幹部職員及び捜査員に対し、現金、現金出納簿及び捜査費証拠書類

の管理状況を確認した。 

(ｴ)　聞き取り調査  

  聞き取り調査を実施した所属数は、合計198所属（警察本部等132所属、警察署

66署）、また、聞き取り調査実施人数は、合計1,591人であり、その内訳は、次の

とおりである。 

 　○  取 扱 者（警察本部所属の課長、警察署長等）        　　148人 

　 ○  補 助 者（警察本部所属の次長、警察署副署長等）      　170人 

　 ○  中間取扱者（大規模警察署の課長等）                    　59人 

 　○  中間交付者（警察本部所属の課長補佐、警察署の課長等)  　374人 

 　○  捜 査 員  　　　　　　　　　　　　　　　    　　　 　840人 

イ  会計監査実施結果に基づく措置 

　　 (ｱ)  指示事項 

 該当はなかった。

　　 (ｲ)  指導事項 

　　　　　次の１件が認められた。 
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　　　　　○　捜査費の取扱いにおいて、必要な書類を作成せずに捜査諸雑費を交付する

など、不適切な取扱いが認められた（大阪府警察）。　　　　　　　　　　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　           　・・・【指導事項３】 

 　　　　　指導事項の詳細については、別紙のとおりである。

 

  (3) 旅費関係 

　　ア  会計監査実施状況 

        旅費については、旅行命令簿、旅費請求書等の関係文書の点検、担当職員等から

　　　の聞き取り調査により、旅行事実等を確認した。 

　　イ  会計監査実施結果に基づく措置 

　　 (ｱ)  指示事項 

 該当はなかった。

　　 (ｲ)  指導事項 

　　　　　次の１件が認められた。 

　　　　　○　旅費の支給手続において、旅行終了から支給まで３か月以上を要する遅延

が多数認められた（埼玉県警察）。　　　　　　  　 ・・・【指導事項４】 

 

  (4) 物品管理その他関係 

ア  会計監査実施状況 

(ｱ)  物品管理関係 

　物品管理については、関係文書の点検、担当職員等からの聞き取り調査に併せ

て実際の管理状況を確認した。 

(ｲ)  中央調達物品の活用関係 

　　　　　中央調達物品の有効活用の観点で、関係文書の点検、担当職員からの聞き取り

 調査等により確認した。

     (ｳ)  その他関係 

　　　　　支出等関係文書（支出関係文書並びに財産、物品及び債権の管理に係る文書を

いう。）について、亡失、誤廃棄を防止するため、他の文書と区分して保管して

 いるかなど、保管状況を確認した。

イ  会計監査実施結果に基づく措置 

 　　　　指示事項及び指導事項の該当はなかった。
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４  不適正な経理処理に係る自主調査実施部署に対する確認監査 

 　 愛知県警察等が実施した捜査費の横領等事案に係る自主調査結果について確認

監査を実施したところ、当該自主調査結果と異なる事実は認められず、再発防

止対策が推進されていることを確認した。 

 (1)  愛知県警察 

　　ア　事案概要 

　　  　令和５年７月、愛知県内警察署において、捜査員３名が事務机内に保管していた

 捜査諸雑費の亡失事案が発覚した。

　　　　愛知県警察の自主調査において、亡失を訴えた捜査員のうちの１名である巡査長

（20代、男性）が、同月、捜査諸雑費6,000円（国費）を窃取したほか、自らが交

 付を受けて保管中の捜査諸雑費5,000円（国費）を横領したものと判断した。

　　イ　確認監査結果 

     (ｱ)  実施日 

 　  　   令和６年４月23日 

　　 (ｲ)  監査内容 

　　　　・　事案概要の把握 

 　   　・　書面確認 

        ・　聞き取り調査（当時の警察署署長以下８名） 

     (ｳ)　監査結果 

　　　　　愛知県警察の調査結果と異なる事実は認められなかった。 

   　(ｴ)　再発防止対策 

          愛知県警察において、捜査費の取扱い等に関する内部規定を一部改正し、捜査

費の保管方法及び保管状況の点検に係る条項を定めたほか、職員に対する教養を

実施するなど、再発防止対策を推進していることを確認した。 

 

 (2)  京都府警察 

　　ア　事案概要 

　　  　令和５年８月、京都府警察本部勤務の警部補（50代、男性）が、上司に捜査費を

だまし取ったことを打ち明け、発覚したもの。 

　　　　京都府警察の自主調査において、同警部補が、令和３年７月頃から令和４年10月

頃までの間、捜査費を私的に流用したのに、捜査協力者との接触時の飲食代等に使
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用した旨の虚偽の書類を作成して報告するなどして、捜査費87,534円（国費2,856

 円、府費84,678円）をだまし取るなどしたものと判断した。

　　イ　確認監査結果 

     (ｱ)  実施日 

 　  　   令和６年５月27日及び翌28日 

　　 (ｲ)  監査内容 

　　　　・　事案概要の把握 

 　   　・　書面確認 

        ・　聞き取り調査（当時の上司以下12名） 

     (ｳ)　監査結果 

　　　　　京都府警察の調査結果と異なる事実は認められなかった。 

   　(ｴ)　再発防止対策 

          京都府警察において、警察署長が出席する会議で捜査費の適正執行について指

示したほか、職員に対する教養を実施するなど、再発防止対策を推進しているこ

とを確認した。 

 

５　令和５年度会計監査に基づく指導事項の改善措置状況の確認 

令和５年度の会計監査実施結果において、指示事項はなかったものの、指導事項２

 件を通知した部署について、その改善措置状況を確認した。

 　　  指導事項２件は、

 　　  ○　契約に関する不適切な取扱い　１件

 　　　○　文書管理に関する不適切な取扱い　１件

 であったが、令和６年度会計監査等を通じ、

　　　○　幹部を含めた職員教養の充実 

　　　○　契約内容と契約期間の見直しの実施 

　　　○　文書管理に係る適正な手続の徹底 

 　　等の適正な会計経理の推進に向けた取組がなされていることを確認した。

 

６　令和７年度の会計監査に向けて 

令和７年度は、令和６年度の監査結果を踏まえ厳正な監査を実施し、より適正な

会計経理の徹底を図るとともに、令和６年度に指導を行った部署が講じた是正措置
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についてのフォローアップ、会計監査結果の組織全体での共有及び会計担当者に対

する教養の充実を推進する。 

令和７年度は、93部署に対し会計監査の実施を予定している。 
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別表 
令和６年度会計監査実施状況 

 
１　実施部署 

87部署（警察庁内部部局、３附属機関、７管区警察局（四国警察支局を含む。）、６
管区警察学校、47都道府県情報通信部及び北海道の４方面情報通信部、17都道府県警察

 及び北海道警察の２方面本部）
 
２　上半期の実施内訳 

40部署（１附属機関、４管区警察局（四国警察支局を含む。）、３管区警察学校、22道
県情報通信部及び北海道の１方面情報通信部、８道県警察及び北海道警察の１方面本部） 

会計監査責任者 会 計 監 査 の 対 象 部 署

 科学警察研究所、東北管区警察局、関東管区警察局、中国四国
 管区警察局、四国警察支局、東北管区警察学校、関東管区警察
 学校、中国四国管区警察学校、北海道情報通信部、北見方面情

警 察 庁 長 官
 報通信部、山形県情報通信部、福井県情報通信部、兵庫県情報
通信部、鳥取県情報通信部、北海道警察、北見方面、山形県警
察、福井県警察、兵庫県警察、鳥取県警察

 岩手県情報通信部、秋田県情報通信部、栃木県情報通信部、群
 馬県情報通信部、新潟県情報通信部、長野県情報通信部、岐阜

管 区 警 察 局 長
 県情報通信部、三重県情報通信部、滋賀県情報通信部、奈良県
情報通信部、広島県情報通信部、山口県情報通信部、高知県情
報通信部、佐賀県情報通信部、熊本県情報通信部、大分県情報
通信部、鹿児島県情報通信部、長野県警察、岐阜県警察、広島
県警察

 
３　下半期の実施内訳 

47部署（警察庁内部部局、２附属機関、３管区警察局、３管区警察学校、25都府県情
 報通信部及び北海道の３方面情報通信部、９都府県警察及び北海道警察の１方面本部）

 
 会計監査責任者 会 計 監 査 の 対 象 部 署
 
  警察庁内部部局、警察大学校、皇宮警察、中部管区警察局、近
  畿管区警察局、九州管区警察局、中部管区警察学校、近畿管区
  警察学校、九州管区警察学校、函館方面情報通信部、旭川方面
 

警 察 庁 長 官
 情報通信部、釧路方面情報通信部、東京都情報通信部、千葉県

 情報通信部、神奈川県情報通信部、愛知県情報通信部、大阪府
情報通信部、福岡県情報通信部、旭川方面、警視庁、千葉県警
察、神奈川県警察、愛知県警察、大阪府警察、福岡県警察

 青森県情報通信部、宮城県情報通信部、福島県情報通信部、茨
 城県情報通信部、埼玉県情報通信部、山梨県情報通信部、静岡
管 区 警 察 局 長 県情報通信部、富山県情報通信部、石川県情報通信部、京都府

情報通信部、和歌山県情報通信部、島根県情報通信部、岡山県
情報通信部、徳島県情報通信部、香川県情報通信部、愛媛県情
報通信部、長崎県情報通信部、宮崎県情報通信部、沖縄県情報
通信部、福島県警察、埼玉県警察、京都府警察
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別紙 

　◆　指導事項１（契約） 

　　　物品の賃貸借契約において、一般競争入札に付すべきところ、契約を分割し、随意

契約としていた。 

 １　部署 

  　　北海道警察

 ２　監査の概要 

 　(1)  実施期間

  　　  令和６年７月３日から同月５日までの３日間

 　(2)  実施者

   　   警察庁　８名

 　(3)  当該部署における令和５年度国費支出済額

 　　　 一般会計　4,443,384,963円

        特別会計　159,849円（交付税及び譲与税配付金）

 ３　指導事項の内容 

  (1)  契約 

　　 ア　会議用テーブル等５品目の賃貸借契約 

　　　 　(契約日：令和５年４月３日、契約金額790,900円) 

　　 イ　バルーンライト賃貸借契約 

 　　　 　(契約日：令和５年４月３日、契約金額286,000円)

　(2)  事案内容 

     　Ｇ７札幌気候・エネルギー・環境大臣会合に係る警備で使用する資機材の賃貸

借契約において、市場調査を行った業者のうちの１者から「一部の物品は納入で

きない可能性がある」旨の回答があったため契約を分割し、それぞれ少額随意契

約を行っていた。 

　(3)  指導理由 

       全ての品目について納入可能な業者が他に複数あったことから、契約を分割せ

 ずに一般競争入札に付し、競争性及び公平性を確保すべきであった。

 　(4)  原因

       担当者及び幹部の認識誤りや確認不十分が認められた。 

　(5)  指導内容 

   　　他業者への確認などを行った上で、適正な契約手続を行うよう指導した。
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　◆　指導事項２（契約） 

　　　物品の購入契約において、一般競争入札に付すべきところ、契約を分割し、随意契

約としていた。 

 １　部署 

  　　福岡県警察

 ２　監査の概要 

 　(1)  実施期間

  　　  令和６年11月20日から同月22日までの３日間

 　(2)  実施者

   　   警察庁　８名

 　(3)  当該部署における令和５年度国費支出済額

 　　　 一般会計　3,707,009,439円

        特別会計　14,120,315円（交付税及び譲与税配付金）

 ３　指導事項の内容 

  (1)  契約 

　　 ア　鑑定用消耗品等23品目購入契約 

　　　 　(契約日：令和５年８月29日、契約金額709,984円) 

　　 イ　鑑定用消耗品等18品目購入契約 

 　　　 　(契約日：令和５年８月29日、契約金額1,208,482円)

　(2)  事案内容 

     　科学捜査研究所の消耗品購入に関し、取扱業者に確認を行ったところ、業者の

うち１者は上記⑴イの取扱いがなかったため契約を分割し、それぞれ少額随意契

約を行っていた。 

　(3)  指導理由 

       全ての品目について納入可能な業者が他に複数あったことから、契約を分割せ

 ずに一般競争入札に付し、競争性及び公平性を確保すべきであった。

 　(4)  原因

       担当者及び幹部の認識誤りや確認不十分が認められた。 

　(5)  指導内容 

   　　関係所属及び会計課において、契約手続等の確認を徹底するよう指導した。
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◆　指導事項３（捜査費） 

捜査費の取扱いにおいて、必要な書類を作成せずに捜査諸雑費を交付するなど、不適

切な取扱いが認められた。 

 １　部署 

 　  大阪府警察 

 ２　監査の概要 

   (1)  実施期間

 　　   令和６年11月27日から同月29日までの３日間

   (2)  実施者

   　   警察庁　８名

   (3)  当該部署における令和５年度国費支出済額

 　 　　一般会計　7,165,088,602円

 　　　 （うち国費捜査費　127,449,847円）　※参考　府費捜査費119,058,573円

 　 　　特別会計　1,007,571円（交付税及び譲与税配付金）

 ３　指導事項の内容 

  (1)  事案内容 

 　　　 令和６年度の捜査諸雑費支出に関し、警察署の中間取扱者が、捜査費支出伺を

 　　 作成せずに５月分の捜査諸雑費を交付した。

 　　　 また、６月分から８月分までの捜査費支出伺をそれぞれ前月の証拠書類に編て

 　　 つ等していた。

   (2)　指導理由

　　   適正な捜査諸雑費の支出手続や証拠書類の作成及び編てつがなされておらず、

 不適切な捜査費経理が認められた。

  (3)  原因 

       担当者の事務失念や幹部の確認不十分が認められた。 

  (4)  指導内容 

　　　 捜査費経理の手続を再確認し、規定に従った手続を徹底するよう指導した。
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　◆　指導事項４（旅費） 

  　　旅費の支給手続において、旅行終了から支給まで３か月以上を要する遅延が多数認

められた。 

 １　部署 

 　  埼玉県警察 

 ２　監査の概要 

   (1)  実施期間

 　　   令和６年10月22日から同月24日までの３日間

   (2)  実施者

   　   関東管区警察局　８名

   (3)  当該部署における令和５年度国費支出済額

 　 　　一般会計　3,048,409,822円

 　　　 （うち旅費　384,734,071円）

 　 　　特別会計　521,678円（交付税及び譲与税配付金）

 ３　指導事項の内容 

  (1)  事案内容 

　　　 職員の旅費の支給手続に関し、旅行終了から支給まで３か月以上を要する手続

 遅延が多数認められた。

   (2)　指導理由

　　　 旅費の支給遅延が多数認められた（54所属、2,570件、総額5,525,371円）。 

  (3)  原因 

       担当者の認識誤りや業務多忙、幹部の確認不十足が認められた。 

  (4)  指導内容 

　　　 所属内の旅費の支給状況について組織的な把握に努めるほか、担当者への教養

など速やかな支給手続を行うよう指導した。
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